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改訂にあたって

　自治体職員をはじめとして、議員、住民の皆さんなどにも、地方議
会のしくみをわかりやすくお伝えしたい̶̶。そのような思いから本
書の初版を刊行したのは 2015 年のことです。
　イラストや図表の活用、１項目２ページ構成など、わかりやすさを
追求した本書は、おかげさまで多くの方に手に取っていただきました。
「議会の基本が図解入りで説明されていて、非常にわかりやすい」「こ
れまで議会について何も知らなかったが、本書でよく理解できた」な
どの声も頂戴し、以来７年にわたり増刷を重ねてきました。

　しかし、初版発行時から議会をめぐる状況は大きく変わりました。
最大の変化は、もちろん新型コロナウイルス感染症の影響でしょう。
　例えば、初版発行時には想像もしなかったオンラインによる委員会
の開催が、現実のものとなりました。また、執行機関の説明の省略など、
従来の審議方法が見直されました。さらに、議会BCPや議会評価など
の新たな話題も、各地で議論されています。そこで、今回、新たなトピッ
クを序章として追加するとともに、これまでの内容についても内容を
刷新するなどし、改訂版として発刊することとなりました。

　本書は、地方議会の仕組みを以下のコンセプトで解説しています。
１　イラストや図表を使い、わかりやすさを追求
２　１項目を見開き２ページ構成とし、簡潔明瞭に整理
３　一般の参考書にはない、議員活動や議会の申し合わせなどを解説

　議会は自治体にとって欠かせないものである一方、苦手意識を持っ
ている自治体職員がいるのも事実です。それは地方自治法をはじめと

する法律だけでなく、申し合わせや先例によって物事が決定していく
ことがあったり、議員との距離感がつかめなかったりするといったこ
とがあるからです。
　このため、議会事務局の職員に質問すると、「それは申し合わせで決
まっているから」とあっさり言われたり、課長から「なぜ、そのこと
を報告しないんだ。それは、○○議員が、以前から議会で取り上げて
いる事項だぞ」などと言われてしまうことがあります。
　また、議員が日頃どのような活動を行っているのかを知らない職員
も少なくありません。
　公式の本会議や委員会などに出席していることは知っていても、そ
の他にどのような活動をしているのか、議員にはどのような義務や権
利があるのかも、よくわかっていないのです。
　本書は、私が議会事務局に席を置いた経験、また管理職として議会
対応を行ってきた経験も踏まえ、議会の権限から、議会と長の関係、
本会議・委員会の議事運営、議員の活動、議会改革まで、職員、議員
に必須の基礎知識を取り上げています。また、各地で実施している様々
な議会改革の取組みについても取り上げています。
　複雑な事柄をシンプルに、親しみやすいように解説していますので、
「議会のことを勉強するぞ！」と力むのではなく、できるだけ楽しみ
ながら「なるほど、議会はこうなっているんだ」と学んでいただけれ
ば幸いです。
　最後に、原稿を上手にまとめていただくとともに、いろいろとアド
バイスをしていただいた学陽書房の村上広大さんと、これまで様々な
場面でご指導いただいた議員の方々に心から感謝を申し上げます。

　2022 年７月

武田正孝
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1．タブレット端末導入

議案資料のペーパーレス化、資料や通知等の一斉送信、グループウエアの活用
によるファイルやスケジュールの共有 

4．オンライン視察

コロナ禍の影響で現地視察を取りやめ、オンラインによる行政視察の実施 

5．オンライン研修

議会の会議室に講師を招聘して議員への配信を行ったり、講師がオンラインで
参加して議員が会議室等で視聴を行ったりする

 3．電子採決システム

全議員の賛否の明示、採決時間の短縮

2．インターネット中継 

リアルタイムで本会議や委員会を中継

［参考］大津市議会ICT化構想

議会のICT活用序 -3

序章　地方議会をめぐる最新動向　17

押さえておこう

1．タブレット端末導入

議案資料のペーパーレス化、資料や通知等の一斉送信、グループウエアの活用
によるファイルやスケジュールの共有 

4．オンライン視察

コロナ禍の影響で現地視察を取りやめ、オンラインによる行政視察の実施 

5．オンライン研修

議会の会議室に講師を招聘して議員への配信を行ったり、講師がオンラインで
参加して議員が会議室等で視聴を行ったりする

 3．電子採決システム

全議員の賛否の明示、採決時間の短縮

2．インターネット中継 

リアルタイムで本会議や委員会を中継

○新型コロナウイルス感染症の影響により、タブレット端末の導入が進むなど、
議会 ICT化がこれまで以上に注目されるようになった。

○オンライン視察やオンライン研修なども実施されている。

● ICT活用のメリット・デメリット
　ICT活用のメリットとしては、
効率的な議会運営、市民に開かれ
た議会の実現、ペーパーレス化に
よる環境負荷への低減、速記者の
廃止による経費削減、議会事務局
職員の負担軽減などがあります。
一方で、デメリットとしては、イ
ニシャル・ランニング両面にわた
るコスト負担、議会の改修工事、
ICT化の合意形成や実現までに時
間が必要、操作方法の習熟、シス
テム故障時への対応などが指摘さ
れています。
　
●オンライン視察
　従来の現地視察に比べて、交通
費等のコストや時間を削減できる
メリットがある一方で、実際に現
物を確認することができない、視
察先の負担増などが想定されま
す。また、オンライン視察先から
名産を取り寄せるなどの工夫をし
ている自治体もあります。
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［関係条文］自治法97条2項

予算の内容 

　予算とは、自治法215条で次の
７つから成ると定められています。
①歳入歳出予算 
②継続費 
③繰越明許費
④債務負担行為 
⑤地方債 
⑥一時借入金
⑦歳出予算の各項の経費の金額の
　流用

増額修正に当たるかの判断 

　当該増額修正をしようとする内
容、規模、当該予算全体との関連、
当該地方公共団体の行財政運営に
おける影響度等を総合的に勘案し
て、個々の具体の事案に即して判
断すべきものとされています。
（行政実例昭和52年10月３日） 

議会

予算案の調製・提出

修　正

知事・市町村長

長の提出の権限を侵すことはできない 
（長が提案した予算の趣旨を損なうような増額修正は不可）

自由に行うことができる

増額修正（原案にない事項を追加、金額の増額）

減額修正（原案の一部削除、金額の減額）

予算の増額修正権1-6
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予算の内容 

　予算とは、自治法215条で次の
７つから成ると定められています。
①歳入歳出予算 
②継続費 
③繰越明許費
④債務負担行為 
⑤地方債 
⑥一時借入金
⑦歳出予算の各項の経費の金額の
　流用

増額修正に当たるかの判断 

　当該増額修正をしようとする内
容、規模、当該予算全体との関連、
当該地方公共団体の行財政運営に
おける影響度等を総合的に勘案し
て、個々の具体の事案に即して判
断すべきものとされています。
（行政実例昭和52年10月３日） 

議会

予算案の調製・提出

修　正

知事・市町村長

長の提出の権限を侵すことはできない 
（長が提案した予算の趣旨を損なうような増額修正は不可）

自由に行うことができる

増額修正（原案にない事項を追加、金額の増額）

減額修正（原案の一部削除、金額の減額）

●予算の減額修正
　予算の修正には増額だけでな
く、減額修正もあります。この減
額修正については、基本的には制
約がありません。
　これは、長が提出した予算案を
減額するため、増額とは異なり、
長の提案した内容と大幅に変わる
ことがないと考えられるためで
す。また、もし予算案そのものに
反対であれば、減額でなく否決す
ることもできるからです。
　なお、減額修正の対象となるの
は長により提出された予算案で
す。例えば、補正予算案の減額修
正については、原則として補正の
対象とされていない部分について
は修正することができず、補正予
算案に関する部分のみが修正が可
能となります。

○予算とは、一定期間の歳入と歳出の見積額をいう。
○予算の提案権は長のみにあり、議員にはないが、予算は議会の議決により決
定する。

○自治法97条2項では、議会による予算の増額修正ができることを明記して
いるが、増額修正には一定の制約がある。
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［参考］各議会の先例・申し合わせ

例えば・・・ 

（招集告知） 
　議会の開会は、議長名をもって招集告示の日に招集告知書により通知するの
が例である。 
（議案等の委員会付託） 
　次の事件は、概ね委員会の付託を省略する例である。 
議員提出議案、人事案件、専決処分の承認、退職手当組合規約 
（質疑・質問の方法、順位、回数） 
　発言通告制による質疑及び質問の順位は、発言通告書の提出順とする例である。 

例えば・・・ 

（会議日程） 
　代表質問及び一般質問は、定例会初日から市の休日に当たる日を除き２日
を空けてから行うものとする。 
（一般質問） 
　一般質問は、定例会初日の翌日（その日が市の休日に当たるときは次の日）の
正午までに、所定の様式により通告する。
（動議） 
　動議を提出する者は、「○番議員○○、○○○の動議を提出します。」と、
動議の内容を明確に議長に告げるものとする。  

先例＝過去の議会運営で行われた処理例・事実例 

申し合わせ＝議員の話し合いにより決められたこと 

先例・申し合わせ7-4
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例えば・・・ 

（招集告知） 
　議会の開会は、議長名をもって招集告示の日に招集告知書により通知するの
が例である。 
（議案等の委員会付託） 
　次の事件は、概ね委員会の付託を省略する例である。 
議員提出議案、人事案件、専決処分の承認、退職手当組合規約 
（質疑・質問の方法、順位、回数） 
　発言通告制による質疑及び質問の順位は、発言通告書の提出順とする例である。 

例えば・・・ 

（会議日程） 
　代表質問及び一般質問は、定例会初日から市の休日に当たる日を除き２日
を空けてから行うものとする。 
（一般質問） 
　一般質問は、定例会初日の翌日（その日が市の休日に当たるときは次の日）の
正午までに、所定の様式により通告する。
（動議） 
　動議を提出する者は、「○番議員○○、○○○の動議を提出します。」と、
動議の内容を明確に議長に告げるものとする。  

先例＝過去の議会運営で行われた処理例・事実例 

申し合わせ＝議員の話し合いにより決められたこと 

●国会における先例
　先例や申し合わせは、国会（衆
議院・参議院）にもあります。
　参議院ホームページでは、先例
について次のように説明されてい
ます。
「先例とは、議事関係法規に規定
のない事項、その解釈に関する事
項その他議院の運営に関する事項
についての前例であり、議院の運
営につき議事関係法規とともによ
りどころとなっているものです。
　国会は、憲法、国会法及び衆・
参議院規則などの議事関係法規に
従って運営されていますが、これ
らの法規だけであらゆる事態に対
応することは不可能です。例えば、
憲法第67条第１項において、内
閣総理大臣の指名は他のすべての
案件に先立って行うよう定められ
ていますが、実際の議事運営にお
いては、議員の議席指定や正副議
長の選挙などの議院の構成のよう
に、内閣総理大臣の指名に先立っ
て進めるべきものもあります。こ
のように、法規の内容では足りな
いところを補充しながら円滑な議
事運営を図るためよりどころとな
るのが先例です」

○自治法や会議規則、委員会条例、傍聴規則などに定められていない部分を補
完するものとして「先例」と「申し合わせ」がある。

○先例・申し合わせは、円滑な議会運営のための指針といえるものである。


